
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき広場 
 

高齢者の安全と安心な暮らしを目指して 

第 24 号  

発行・編集 

広 島 県 警 察 本 部  

生活安全総務課  

「９月」は認知症月間 

「２１日」は認知症の日 

 本年６月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（通称：認知症基本

法）が公布され、１年以内に施行されます。認知症基本法では、国民の認知症へ

の関心と理解を深めるため、９月を認知症月間、同２１日を認知症の日と定めて

います。これを機に認知症に関する正しい知識を学びましょう！ 

new！ モシカ 
のマメ知識 

県警では、各種活動で関わった 

認知症高齢者 

認知症の疑いのある方 

その家族 

を適切な行政の支援につなげるため、 

「同意が得られた方」 

について市・区・町に情報提供を行う取

組を行っています。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 

このコーナーは「知って得

する？情報や豆知識」など

をご紹介します。 

認知症とは？ 

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまった

りして、脳の司令塔の働きに不都合が生じ、さま

ざまな障害が起こり、生活する上で支障が、およ

そ６カ月以上継続している状態を指します。 

【 認知症を引き起こす主な病気 】 

アルツハイマー病 レビー小体型認知症 

前頭側頭型認知症 脳血管性認知症 

クロイツフェルト・ヤコブ病、AIDS などの感染症 

アルコール依存症 

【 認知症の症状を示す疾患 】 

★治療可能な疾患 

 脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、甲状腺疾患 

 
早めに病院で診察を！ 


